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平
成
　
年
４
月
か
ら
、
国
民
年

２６

金
制
度
が
一
部
変
わ
り
ま
し
た
。

主
な
変
更
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。
　
問
合
せ
は
医
療
年
金
課（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
１
２
４
）
へ
。

　
所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
等

に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
、
保
険

料
の
免
除
・
猶
予
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
直
前
の
７
月

（
学
生
納
付
特
例
は
直
前
の
４

月
）
ま
で
し
か
遡
っ
て
免
除
等
の

申
請
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

申
請
時
点
か
ら
過
去
２
年
１
カ
月

分
遡
っ
て
免
除
等
の
申
請
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　　
失
業
等
の
前
月
か
ら
失
業
等
が

あ
っ
た
年
の
翌
々
年
６
月
（
学
生

納
付
特
例
は
翌
々
年
３
月
）
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
、
特
例
免
除
等

の
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
例
え
ば
、　
年
度
免
除（
　
年
７

２５

２５

月
分
～
　
年
６
月
分
。
学
生
納
付

２６

特
例
は
　
年
４
月
分
～
　
年
３
月

２５

２６

分
）
で
あ
れ
ば
、
　
年
１
月
以
降

２４

の
失
業
等
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
※
遡
及
免
除
等
に
も
適
用
さ
れ

ま
す
の
で
、
　
年
１
月
以
降
に
失

２２

業
等
が
あ
れ
ば
、
新
た
に
特
例
免

　平成２６年７月から、福祉医療費助成
制度の改正等があります。内容は次の
とおりです。
斬福祉医療費助成制度の改正
　県による第３次行革プランに基づ
き、老人医療（昭和２４年７月以降出生の
人）と母子家庭等医療（低所得区分を除
く）において、一部負担金の自己負担割
合や外来・入院限度額が見直されます。
　また、障害者・高齢障害者医療の精
神障害者保健福祉手帳２級所持者への
助成内容を外来（精神疾患は対象外）
まで拡充します。
　問合せは医療年金課（0798・
35・3131）へ。
斬はり・きゅう・あん摩マッサージの
福祉医療の取り扱い施術所の新規登録
　はり・きゅう・あん摩マッサージの
健康保険適用を取り扱っていて、福祉
医療の受領委任払いを希望する施術所
（県内に限る）について、新規登録を
受け付けます。登録された施術所で
は、７月診療分から、健康保険が適用
される施術には、福祉医療費受給者証
（高齢障害者医療や７０歳～７４歳の障害
者医療、他府県の国民健康保険組合加
入者などは除く）が使用できます。
　詳しくは医療年金課（0798・
35・3188）へ。

　
市
は
、
平
成
　
年
度
分
「
は

２６

り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
補
助

券
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
交
付

は
来
年
３
月
　
日
ま
で
で
す
。

３１

　
補
助
券
は
５
枚
つ
づ
り
で
「
西

宮
市
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
定
施
術
所
」
で
健
康
保
険
適

用
外
の
施
術
を
受
け
る
時
に
、
１

枚
で
１
回
１
０
０
０
円
を
補
助
し

ま
す
。

　
問
合
せ
は
高
齢
福
祉
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
０
７
７
）
へ
。

　【
対
象
】
平
成
　
年
４
月
１
日

２６

現
在
、
市
内
に
住
民
登
録
を
し
て

い
る
　
歳
以
上
（
昭
和
　
年
４
月

７０

１９

　
市
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る

よ
う
、
市
内
の
民
間
事
業
者
や
関

係
機
関
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
支

援
を
必
要
と
す
る
人
と
そ
の
ニ
ー

ズ
の
早
期
発
見
・
支
援
に
つ
な
げ

る
こ
と
を
目
的
に
、
「
西
宮
市
協

力
事
業
者
に
よ
る
高
齢
者
見
守
り

事
業
」
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
協
力
事
業
者

　
市
は
、
４
月
か
ら
新
た
に
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
を
開
始

す
る
人
に
「
仮
徴
収
額
決
定
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
人
は
、
平
成
　
年
中

２４

の
所
得
を
基
に
保
険
料
を
仮
計
算

　
市
は
、
年
金
を
受
給
し
て
い
る

　
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
の
被

６５保
険
者
の
世
帯
主
を
対
象
に
、
保

険
料
の
「
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
」
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
次
の
①
～
④
全
て
の
要
件
に

該
当
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
特

別
徴
収
に
な
り
ま
す
。

　
問
合
せ
は
国
保
収
納
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
１
５
６
）
へ
。

　【
要
件
】
①
世
帯
主
が
国
民
健

康
保
険
の
加
入
者
で
あ
る
、
②
世

帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
全
員
が
　
歳
～
　
歳
で
あ
る
、

６５

７４

③
世
帯
主
の
年
金
受
給
額
が
年
額

　
万
円
以
上
で
あ
る
、
④
国
民
健

１８ 　
平
成
　
年
に
、
全
国
で
登
下
校

２４

中
の
児
童
生
徒
が
死
傷
す
る
事
故

が
相
次
い
で
発
生
し
た
こ
と
か

ら
、
市
は
、
各
小
学
校
の
通
学
路

に
お
い
て
関
係
機
関
と
連
携
し
て

緊
急
合
同
点
検
を
実
施
し
、
安
全

　　
こ
れ
ま
で
、
子
の
あ
る
妻
ま
た

は
子
に
支
給
さ
れ
て
い
た
遺
族
基

礎
年
金
が
、
子
の
あ
る
夫
に
も
支

給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
未
支
給
年
金
を
受
け
取

れ
る
遺
族
の
範
囲
が
、
生
計
同
一

の
３
親
等
内
の
親
族
（
お
い
、
め

い
、
お
じ
、
お
ば
、
子
の
配
偶
者

な
ど
）
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

除
等
の
対
象
に
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
免
除
等
に
は
、
本
人

（
配
偶
者
・
世
帯
主
）
の
所
得
制

限
等
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
医

療
年
金
課
へ
問
合
せ
を

た
だ
し
、
平
成
　
年
４
月
以
後
の

２６

死
亡
が
対
象
で
す
。

　
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
等
に
よ

り
、
法
定
免
除
と
な
っ
て
い
る
人

が
、
納
付
申
し
出
を
す
る
こ
と
で

保
険
料
を
通
常
納
付
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
保
険
料
の
口
座

振
替
や
前
納
等
も
利
用
で
き
ま

す
。

（
以
下
、
事
業
者
）
が
日
頃
の
業

務
の
中
で
、
高
齢
者
の
異
変
に
気

づ
い
た
場
合
に
、
地
域
を
担
当
す

る
西
宮
市
高
齢
者
あ
ん
し
ん
窓
口

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
に

連
絡
し
、
関
係
機
関
と
連
携
の

上
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
や
サ
ー

ビ
ス
に
つ
な
げ
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
た
び
、
市
は
、
現
在
の
事

業
者
に
加
え
、
さ
ら
に
協
力
し
て

も
ら
え
る
事
業
者
を
募
集
し
ま

す
。
定
期
的
な
宅
配
業
者
や
集
金

な
ど
の
訪
問
業
者
、
ス
ー
パ
ー
な

ど
の
販
売
業
者
や
金
融
機
関
な
ど

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
協
力
し
て
も
ら
え
る
事

業
者
に
は
、
見
守
り
協
力
事
業
者

で
あ
る
こ
と
を
示
す
ス
テ
ッ
カ
ー

を
交
付
す
る
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
地
域
共
生
推
進
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
０
７
９
）へ
。

２
日
以
前
に
出
生
）
の
人

　【
申
請
方
法
】
印
鑑
と
身
分
を

証
明
で
き
る
も
の（
健
康
保
険
証

な
ど
）を
持
参
し
、高
齢
福
祉
課

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）、各
支
所
・

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ク

タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
受
付
は

祝
日
を
除
く
月
曜
～
金
曜
の
午
後

５
時
半
ま
で
）へ
来
所
を
。申
請
は

年
度
中
に
１
人
１
回
の
み
で
す
　

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
対
象
者

の
印
鑑
と
身
分
を
証
明
で
き
る
も

の（
ま
た
は
委
任
を
証
す
る
書
類
）

に
加
え
て
、代
理
人
の
印
鑑
と
身
分

を
証
明
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す

　
怯
補
助
券
を
取
り
扱
う
施
術
所

の
新
規
受
付
　
対
象
は
「
あ
ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、

き
ゅ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
」
に

よ
る
免
許
を
有
し
、
市
内
で
施
術

所
を
開
設
し
て
い
る
個
人
ま
た
は

法
人
。
申
込
方
法
な
ど
問
合
せ
は

高
齢
福
祉
課
へ

対
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
引
き
続
き
、
通
学
路
の
安
全
確

保
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
う
た

め
、
関
係
機
関
の
連
携
体
制
を
構

築
し
、
「
西
宮
市
通
学
路
交
通
安

全
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
し
ま
し

た
。
　
今
後
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基

づ
き
、
児
童
生
徒
が
安
全
に
通
学

で
き
る
よ
う
に
歩
道
整
備
や
防
護

柵
設
置
な
ど
の
ハ
ー
ド
対
策
、
交

通
規
制
や
交
通
安
全
教
育
な
ど
の

ソ
フ
ト
対
策
を
実
施
す
る
な
ど
通

学
路
の
安
全
確
保
を
図
っ
て
い
き

ま
す
。

　
問
合
せ
は
学
校
改
革
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
８
８
９
）
へ
。

康
保
険
料
と
介
護
保
険
料
の
合
計

額
が
世
帯
主
の
年
金
受
給
額
の
２

分
の
１
を
超
え
な
い
 

　
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
年
金

は
老
齢
・
退
職
年
金
、障
害
年
金
、

遺
族
年
金
の
い
ず
れ
か
で
す
。

　
す
で
に
特
別
徴
収
し
て
い
る

人
、
４
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収

を
開
始
す
る
人
は
、
４
・
６
・
８
月

に
前
年
度
の
保
険
料
を
基
に
仮
徴

収
し
ま
す
（
８
月
分
に
つ
い
て
は

変
更
と
な
る
場
合
あ
り
）。そ
の
後

確
定
し
た
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
額

を
引
い
た
残
額
を
、
　
・
　
月
、

１０

１２

来
年
２
月
の
特
別
徴
収
で
本
徴
収

し
ま
す
。
た
だ
し
、
仮
徴
収
の
み

で
も
納
め
過
ぎ
に
な
る
場
合
に

は
、
過
納
額
を
還
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
　
月
か
ら
新
た
に
特
別

１０

徴
収
に
切
り
替
わ
る
人
は
、
６
月

～
９
月
は
普
通
徴
収
に
な
り
ま

す
。
　
な
お
、
年
度
途
中
に
保
険
料
の

変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
年
度

の
特
別
徴
収
は
中
止
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
人
が

口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
、
別

途
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す

（
新
た
に
特
別
徴
収
に
な
る
人
で
、

現
在
、保
険
料
を
口
座
振
替
で
納

め
て
い
る
人
も
手
続
き
が
必
要
）。

　
　
月
か
ら
特
別
徴
収
の
対
象
に

１０
な
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
４
月

中
旬
に
手
続
き
に
つ
い
て
の
案
内

を
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
今
後
特

別
徴
収
の
対
象
に
な
る
人
に
も
順

次
案
内
を
送
付
し
ま
す
。
口
座
振

替
を
希
望
す
る
場
合
は
、
案
内
に

従
っ
て
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

一
度
手
続
き
を
す
る
と
口
座
振
替

が
継
続
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
口
座
振
替
を
選
択
し
た

場
合
で
も
振
替
不
能
が
続
く
な

ど
、
納
付
状
況
に
よ
っ
て
は
、
特

別
徴
収
に
切
り
替
え
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
 

し
、
４
・
６
・
８
月
に
特
別
徴
収
し

ま
す
。
す
で
に
特
別
徴
収
し
て
い

る
人
は
、
２
月
に
特
別
徴
収
さ
れ

た
額
と
同
額
を
仮
徴
収
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
４
月
以
降
の
仮
徴
収

額
が
変
更
に
な
る
人
に
は
、
「
仮

徴
収
額
変
更
決
定
通
知
書
」
を
送

付
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
６
月
以
降
に
仮
徴
収
額

が
変
更
に
な
る
人
に
は
、
５
月
以

降
に
「
仮
徴
収
額
変
更
決
定
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
　
月
以
降
の
特
別
徴
収

１０

（
本
徴
収
）
額
は
７
月
中
旬
に
通

知
し
ま
す
。

　
問
合
せ
は
高
齢
者
医
療
保
険
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
１

０
）
へ
。

　
怯
平
成
　
・
　
年
度
後
期
高
齢

２６

２７

者
医
療
保
険
料
率
が
決
定
　
均
等

割
額
４
万
７
６
０
３
円
（
前
年
度

比
１
６
０
０
円
増
）
、
所
得
割
率

９
・
　
％
（
０
・
　
ポ
イ
ン
ト

７０

５６

増
）
、
賦
課
限
度
額
（
年
額
）
　５７

万
円
（
２
万
円
増
）
に
決
定
。
詳

し
く
は
本
紙
７
月
　
日
号
で
お
知

１０

ら
せ
す
る
予
定
で
す
。
問
合
せ
は

高
齢
者
医
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